
広
島
県
告
示
第
六
百
二
十
八
号 

 
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
指
定
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
七
月
十
九
日 

広
島
県
知
事  
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英 
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サ
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行
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事

業
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名

称 

主
た
る
事
務
所 

の

所

在

地 

名

称 

所

在

地 

サ
ー
ビ
ス 

の

種

類 

指

定 

年

月

日 

ア
ー
ス
サ
ポ
ー

ト
株
式
会
社 

東
京
都
渋
谷
区

本
町
一
丁
目
八

番
七
号 

ア
ー
ス
サ
ポ
ー

ト
東
広
島 

東
広
島
市
西
条

中
央
三
丁
目
六

番
一
号 

介
護
予
防
訪

問
介
護 

平
成
二
四
年

七
月
一
日 

有
限
会
社
ス
マ

イ
ル 

広
島
市
西
区
井

口
明
神
二
丁
目

八
番
四
号 

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

ス
マ
イ
ル 

安
芸
郡
府
中
町

山
田
二
丁
目
二

番
一
五
号
土
井

ビ
ル
一
〇
一
号

室 

介
護
予
防
通

所
介
護 

平
成
二
四
年

七
月
一
日 

有
限
会
社
開
花 

広
島
市
南
区
堀

越
三
丁
目
一
一

番
一
―
一
〇
一

号 

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
灯
台

安
芸
郡
海
田
町

大
正
町
七
番
二

二
―
一
一
号 

介
護
予
防
通

所
介
護 

平
成
二
四
年

七
月
一
日 

社
会
福
祉
法
人

安
芸
太
田
町
社

会
福
祉
協
議
会 

山
県
郡
安
芸
太

田
町
中
筒
賀
二

八
〇
二
番
地
五 

安
芸
太
田
町
社

協
通
所
介
護
事

業
所
「
ふ
れ
あ

い
」 

山
県
郡
安
芸
太

田
町
戸
河
内
七

八
〇
番
地
一
五

介
護
予
防
通

所
介
護 

平
成
二
四
年

七
月
一
日 

株
式
会
社
リ
プ

ル
ケ
ア
ー
セ
ン

タ
ー 

広
島
市
西
区
己

斐
中
二
丁
目
二

三
番
一
号 

世
羅
リ
プ
ル
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー 

世
羅
郡
世
羅
町

大
字
小
国
字
大

迫
平
四
九
二
番

地
二 

介
護
予
防
通

所
介
護 

平
成
二
四
年

七
月
一
日 

株
式
会
社
リ
プ

ル
ケ
ア
ー
セ
ン

タ
ー 

広
島
市
西
区
己

斐
中
二
丁
目
二

三
番
一
号 

シ
ョ
ー
ト
ス
テ

イ
世
羅
リ
プ
ル

世
羅
郡
世
羅
町

大
字
小
国
字
大

迫
平
四
九
二
番

地
二 

介
護
予
防
短

期
入
所
生
活

介
護 

平
成
二
四
年

七
月
一
日 

 


